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調達要求番号 2L121C79004 仕様書番号 仕 － ４ 

 

 

残飯処理役務 
作成年月日 令和２年１２月 ６日 

作成部署 高射学校総務部補給科 

１ 総 則  

本仕様書は、陸上自衛隊下志津駐屯地（以下、「官側」という。）隊員食堂で発生した

残飯処理役務について規定する。 

 

２ 残飯の規格                      

主食、副食の残及び調理残菜等、努めて水切りしたもの。                          

 

３ 期 間 

   ２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日の土日祝祭日及び官側の休養日等を除く

２１６日を予定とする。契約相手方は、官側と来月の作業予定を調整後、作業予定表を

作成し、毎月２５日までに官側の承認を得るものとする。 

 

４ 役務に関する要求 

（１）一般事項 

  ア  産業廃棄物に関する取扱の許可を受けた事業者であり、関係法令等に基づき適切

に回収運搬及び処分を行える事業者であること。 

  イ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第１４条に基づく処分を行うための許可証

の写しを契約担当官等に１部提出する。なお、本役務を第三者に委託する場合は、

その事業者の許可証の写しも併せて提出すること。 

（２）残飯処理に関する事項 

  ア 搬出は原則、毎朝８時３０分からとする。 

  イ 本役務に必要な車両等（計量器を含む。）及び回収容器は、契約相手方が準備す 

る。 

  ウ 残飯処理室内に設置してある回収容器内の残飯を回収容器ごと搬出し、新たな

回収容器を設置する。 

エ 残飯は、契約相手方工場等に搬出し、一般廃棄物として処分する。 

オ その他、細部については総務部補給科糧食班長の指示に従うものとする。 

（３）衛生管理に関する事項 

ア 残飯回収後、残飯処理室内を洗浄し、悪臭及び害虫等が発生しないようにする。 

イ 洗浄に使用する水道及び清掃用具等は官側が準備する。なお、水道は、残飯置場

内既設の水道を使用する。 

（４）作業実施場所 

別紙のとおり 



２ 

 

 

 

５ 令和４年度 回収予定日数及び回収予定数量 

（１）回 収 日 数：２１６日 

（２）回収予定数量：２８,５００㎏ 

 

６ 供給予定数量及び過去の実績過去３か年実績は表のとおり。 

                    表 

    年間回収日数 

（日） 

年間回収数量 

（㎏） 

１回当りの回収量平均 

（㎏） 

令和元年度   ２２６  ２９,４１２   １３０．０ 

令和２年度   ２２３  ２６,８８６   １２０．５ 

令和３年度（見込）   ２２３  ３２,２９３   １４４．８ 

平 均 数   ２２４  ２９,５３０   １３０．８ 

   令和４年度の１２月～３月までの４か月は令和３年度実績を使用。 

 

７ 安全管理 

  契約相手方は、本役務履行するに当たり、必要に応じて危険防止のための措置を講ず

る等の安全管理を徹底するものとする。 

 

８ 保 全 

（１）駐屯地への立入りに際しては、当該駐屯地の立入手続きに基づき行う。 

（２）駐屯地内で作業するに当たり、作業地域以外への立入りを禁止する。なお、やむを

得ず当該地域以外への立入りを必要とする場合は、所定の手続きを行うものとする。 

（３）契約相手方は、本契約の履行に当たり、直接又は間接に関わらず知り得た事項を

第三者へ漏らしてはならない。また、本役務終了後も同様とする。 

 

９ 検 査 

    契約相手方は、作業終了後、毎回官側の検査を受けなければならない。 

 

10 その他 

（１）本役務において当駐屯地の施設を毀損した場合は、速やかに契約担当官等に報告

するとともに、契約相手方の責任において現状に復するものとする。 

（２）本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。 

 



名 称 ： 陸上自衛隊下志津駐屯地 

住 所 ： 千葉県若葉区若松町９０２ 

入口（正門） 

1箇所

　ウ　汚垂ｼｰﾄ張り

　　ａ　汚垂れｼｰﾄ

・ 600× 600mm（ TOTO AB655K#HD2同等品以上）

(7)　撤去工事

　イ　建具部品撤去

　ア　建具撤去

・ｵｰﾊﾞｰﾊﾟｯﾄﾊﾝﾄﾞﾙ 3型（冷蔵庫、予冷室用）

　ウ　床タイル撤去 ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角、接着剤張り

　エ　 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外し ・ H=2000、 ｱﾙﾐｴｯｼﾞ（ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板）

1箇所 ・木製両開き戸

(1)　衛生設備工事

　ア　衛生器具既設品再取付

(2)　撤去工事

　イ　衛生器具取外し

・洋風、和風大便器の既設タンクを取付ける。

・洋風、和風大便器のタンクを取り外す。

　と綿密に調整すること。

(2)　 88号館の工事に関しては、厨房内での作業になるため塵埃等の流入、冷蔵庫等内の食品

　の腐食等に注意を払いながら行うこと。

件　　名

役務場所

縮  尺

名　称

図　名

図面番号

仕　　　　様　　　　書

陸上自衛隊高射学校総務部管理課

仕 様 書

２
３

千葉県千葉市若葉区若松町９０２　陸上自衛隊下志津駐屯地

役務概要

一般事項

作　成　者：防衛技官　久  野　昌  也

表紙共　３枚

　　
１　本役務の実施に関しては、本仕様書による。

２　本仕様書内容、作業中に疑義が生じた場合は、監督官に確認し指示を受けること。

３　作業中の災害及び既存構造物を破損した場合は請負者の責任において、速やかに原状回復す
　ること。

４　工程等は監督官と綿密に調整し、技術的に当然実施すべきものについては、請負者の責任に
　おいて実施すること。

５　作業時間は特記による以外は原則として、平日の８時３０分から１７時１５分までとし、土
　・日・祝日及び時間外の作業は監督官と協議すること。

６　作業写真は、使用・撤去材料、各工程毎に撮影しアルバムに整理して１部提出すること。

７　作業に使用する材料は、設計図書に定める品質等で新品とし、そのことを証明する資料等を
　請負者の責任において整備し、検査時に提出すること。

８　当該役務は諸法令等を遵守し、行うこと。

　講じ、災害発生の防止に努めること。

陸上自衛隊高射学校総務部管理課

９　作業中における安全確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を常に

10　提出書類は、定められた様式により作成・提出すること。

特記事項

１
３

図面番号

名　称

図　名 表 紙

作成年月日：令和２年１月２９日

１　作業目的
　　当該燃料タンクで表示されている漏洩警告を解消するため、燃料タンクを点検するもの。
　　対象となるタンクは下記のとおり。

建物番号 油 種 容 量 区 分

227号

種　別

二重殻タンク25KL 地 下軽 油

２　点検手順
 (1)　点検口内に水または燃料が溜まっているか、目視で確認する。
 (2)　水または燃料が溜まっていた場合、吸引機等で回収し、漏洩警告の解消を確認する。

227号建物燃料タンク点検役務

227号建物燃料タンク点検役務 227号建物燃料タンク点検役務

 (3)　漏洩警告が解消されない場合、電気系統等の点検を実施し、異常の有無を確認する。

３　点検報告

 (4)　漏洩検知センサを点検し、異常の有無を確認する。

　　点検後、確認した異常について、速やかに報告書と内訳を明記した修理見積書を作成し官側
　に報告する。なお、報告書と修理見積書は様式随意とする。

　　　ただし、燃料を吸引する場合は、アース等の安全処置を実施すること。

仕様書番号：３１　－　４９

227号建物燃料タンク点検役務

燃料タンク及び屋外液面計点検　１ヶ所

縮  尺

名　称

図　名 案内図・配置図

陸上自衛隊高射学校総務部管理課

３
３

陸上自衛隊下志津駐屯地

総武本線

至佐倉

千葉市

至船橋

至千葉

至千葉
四街道市 四街道駅

下志津病院
国立療養所

四街道
中学校

四街道
小学校

Ｎ

配置図　 S=1／ 60

図示

駐屯地案内図　 S=NS

227号建物燃料タンク点検役務

Ｎ

役務場所
227号建物 至　千葉← →至　四街道

→至　小深町

３」 

別 紙 

作業実施場所配置図 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正門（入口） 

回収容器設置場所 

（隊員食堂北側中央付近、残飯処理室内） 


